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日
本
の
う
た
ご
え
全
国
協
議
会
規
約 

 

第
一
条
（
名
称
・
所
在
地
） 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

本
会
は
、
日
本
の
う
た
ご
え
全
国
協
議
会
（
以
後
会
と
す
る
）
と
称
し
、
事
務
所
を

東
京
都
新
宿
区
大
久
保
２-
１６-

３６
音
楽
セ
ン
タ
ー
会
館
に
置
き
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

第
二
条
（
性
格
・
目
的
） 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

日
本
の
う
た
ご
え
運
動
は
、
合
唱
を
主
体
と
し
た
サ
ー
ク
ル
活
動
を
基
盤
と
す
る
大

衆
的
で
民
主
的
な
音
楽
運
動
で
あ
り
、
内
外
の
優
れ
た
音
楽
遺
産
を
う
け
つ
ぎ
、
専
門

家
お
よ
び
大
衆
的
創
作
活
動
と
結
び
協
力
し
て
、
平
和
で
健
康
な
う
た
を
全
国
民
に
普

及
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

会
は
、
日
本
の
う
た
ご
え
運
動
を
全
国
的
に
統
一
し
て
す
す
め
る
サ
ー
ク
ル
連
絡

協
議
体
で
す
。 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

第
三
条
（
活
動
） 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

会
は
、
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
「
う
た
ご
え
は
平
和
の
力
」
を
合
言
葉
に
次
の
活

動
を
行
な
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

１ 

ひ
と
り
の
仲
間
が
ひ
と
り
の
仲
間
に
う
た
ご
え
を
広
め
ま
す
。
み
ん
な
う
た
う
会

活
動
を
基
盤
と
し
て
、
う
た
ご
え
サ
ー
ク
ル
・
う
た
う
会
・
合
唱
団
・
器
楽
サ
ー
ク
ル

な
ど
う
た
ご
え
の
組
織
を
つ
く
り
、
全
国
民
に
う
た
ご
え
を
ひ
ろ
め
ま
す
。 

２ 

国
民
の
生
活
・
感
情
・
要
求
を
音
楽
の
基
礎
と
し
て
次
の
よ
う
に
活
動
し
ま
す
。 

 
 

 

イ
．
国
民
の
生
活
と
闘
い
を
創
造
の
源
泉
と
し
、
演
奏
・
教
育
・
創
作
活
動
を
発
展

さ
せ
ま
す
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

ロ
．
日
本
の
民
族
的
な
音
楽
の
す
ぐ
れ
た
伝
統
を
う
け
つ
ぎ
、
発
展
さ
せ
ま
す
。 

ハ
．
諸
国
民
の
優
れ
た
音
楽
の
成
果
に
学
び
、
日
本
国
民
の
も
の
に
し
ま
す
。 

 

３ 

各
地
域
、
産
業
、
階
層
の
う
た
ご
え
交
流
を
さ
か
ん
に
し
、
日
本
の
う
た
ご
え
祭
典

を
開
き
ま
す
。 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

４ 

ひ
ろ
く
音
楽
団
体
、
音
楽
家
お
よ
び
民
主
団
体
と
、
共
同
の
課
題
に
も
と
づ
い
て

協
力
・
提
携
し
ま
す
。 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

５ 

世
界
の
平
和
と
諸
国
民
間
の
友
好
の
た
め
の
国
際
的
音
楽
交
流
と
連
帯
活
動
を

行
な
い
ま
す
。 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

６ 

機
関
紙
「
う
た
ご
え
新
聞
」
、
季
刊
「
日
本
の
う
た
ご
え
」
を
発
行
し
ひ
ろ
め
ま

す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

７ 

事
業
活
動
そ
の
他
、
目
的
に
必
要
な
活
動
を
進
め
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

第
四
条
（
組
織
） 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

１ 

イ
．
会
は
目
的
に
賛
成
し
、
規
約
を
み
と
め
る
サ
ー
ク
ル
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
ま

す 
 

 
 
 

ロ
．
会
は
個
人
会
員
を
認
め
ま
す
。
た
だ
し
、
個
人
会
員
は
総
会
の
議
決
権
は
な

い
も
の
と
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

２ 

入
会
は
、
う
た
ご
え
協
議
会
の
推
薦
を
要
し
、
常
任
委
員
会
で
決
定
し
総
会
の
承

認
を
う
け
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

３ 

三
つ
以
上
の
サ
ー
ク
ル
で
都
道
府
県
協
議
会
を
つ
く
り
、
サ
ー
ク
ル
と
全
国
協

議
会
を
結
び
運
動
を
す
す
め
ま
す
。
ま
た
地
方
ブ
ロ
ッ
ク
、
産
業
別
、
階
層
別
の
交

流
を
す
す
め
る
た
め
に
協
議
会
、
連
絡
会
な
ど
を
作
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。 

 
 

 
 

 

４ 

退
会
は
理
由
を
明
ら
か
に
し
て
常
任
委
員
会
で
決
定
し
、
総
会
の
承
認
を
う
け

ま
す
。
会
費
を
一
年
以
上
滞
納
し
た
場
合
、
退
会
し
た
も
の
と
み
な
し
除
籍
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

第
五
条
（
機
関
・
運
営
） 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

１ 
総
会
は
、
会
の
最
高
決
議
機
関
で
、
加
盟
団
体
か
ら
選
出
さ
れ
た
代
議
員
で
構
成

し
、
常
任
委
員
会
の
招
集
に
よ
り
年
一
回
以
上
開
き
ま
す
。 

 
 

 

 

ま
た
、
加
盟
団
体
の
三
分
の
一
以
上
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
開
か
れ
ま
す
。
総
会
は

次
の
こ
と
を
行
な
い
ま
す
。 

 
 
 

 
 
 
 

 

イ
．
報
告
の
承
認
と
方
針
決
定 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

ロ
．
年
間
の
予
算
の
決
定
と
決
算
の
承
認 
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ハ
．
会
長
、
副
会
長
、
事
務
局
長
、
事
務
局
次
長
、
常
任
委
員
、
会
計
監
査
委
員
の

選
出 

 
 

ニ
．
入
会
、
退
会
の
承
認
と
除
籍
の
決
定 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

ホ
．
規
約
改
正
、
そ
の
他 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

２ 

常
任
委
員
会
は
総
会
か
ら
次
の
総
会
ま
で
の
決
議
執
行
機
関
で
、
総
会
の
方
針
の

実
行
、
会
の
運
営
お
よ
び
日
常
業
務
の
執
行
に
あ
た
り
ま
す
。 

 

３ 

常
任
委
員
会
は
、
常
任
幹
事
会
を
選
出
し
ま
す
。
又
、
必
要
に
応
じ
て
専
門
委
員

会
お
よ
び
専
門
部
を
設
け
ま
す
。
ま
た
、
常
任
委
員
会
顧
問
を 

お
く
こ
と
が
出
来
ま

す
。 

 
 

 
 

 
 

４ 

常
任
幹
事
会
は
、
常
任
委
員
会
か
ら
常
任
委
員
会
ま
で
の
間
、
会
を
代
表
し
て
常

任
委
員
会
の
業
務
に
あ
た
り
ま
す
。 

 

５ 

事
務
局
は
、
常
任
幹
事
会
の
も
と
に
、
専
門
委
員
会
お
よ
び
専
門
部
を
統
轄
し
、

日
常
業
務
を
処
理
し
ま
す
。 

 
 
 

 
 
 

６ 

会
計
監
査
委
員
会
は
、
会
の
決
算
を
監
査
し
、
総
会
に
報
告
し
ま
す
。 

７ 

総
会
、
常
任
委
員
会
、
常
任
幹
事
会
、
会
計
監
査
委
員
会
は
、
い
ず
れ
も
過
半
数

の
出
席
で
成
立
し
出
席
者
の
過
半
数
で
決
定
し
ま
す
。 
 
 

８ 

会
長
は
会
を
代
表
し
、
会
務
お
よ
び
常
任
委
員
会
の
業
務
を
統
轄
し
ま
す
。
副
会

長
は
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
支
障
あ
る
場
合
は
こ
の
代
行
を
行
な
い
ま
す
。
事
務
局

長
は
日
常
業
務
を
統
轄
し
ま
す
。
事
務
局
次
長
は
事
務
局
長
を
補
佐
し
ま
す
。
９ 

常

任
委
員
会
は
、
総
会
の
方
針
を
実
行
す
る
に
当
た
っ
て
、
全
国
的
課
題
あ
る
い
は
、
特

定
の
課
題
の
活
動
経
験
を
交
流
総
括
す
る
た
め
に
代
表
者
会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き

ま
す
。 

 
 

 
 
 

 

代
表
者
会
議
は
加
盟
の
都
道
府
県
協
議
会
、
産
別
代
表
者
に
よ
り
構
成
し
ま
す
。

１０ 

常
任
委
員
の
任
期
は
一
年
、
会
計
監
査
の
任
期
は
三
年
と
し
ま
す
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

第
六
条
（
財
政
） 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

会
の
財
政
は
、
会
費
、
事
業
収
入
、
寄
付
そ
の
他
で
ま
か
な
い
ま
す
。 

 
 

 

 

加
盟
団
体
、
個
人
会
員
は
別
に
定
め
ら
れ
た
会
費
を
納
入
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

第
七
条
（
賞
罰
） 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

１ 

会
は
、
運
動
の
中
で
す
ぐ
れ
た
運
動
や
業
績
に
対
し
て
表
彰
し
ま
す
。 

２ 

会
は
、
規
約
に
反
し
、
会
の
名
誉
を
い
ち
じ
る
し
く
傷
つ
け
た
も
の
を
除
籍
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

第
八
条
（
付
則
） 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

１ 

会
の
運
営
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
、
別
に
細
則
を
設
け
ま
す
。
細
則
は
総
会
で
決

定
し
ま
す
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

２ 

会
の
規
約
の
改
正
は
、
総
会
出
席
者
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
同
を
要
し
ま
す
。
規

約
の
解
釈
に
つ
い
て
は
常
任
委
員
会
が
責
任
を
お
う
も
の
と
し
ま
す
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

３ 

入
会
、
退
会
の
審
査
は
、
常
任
委
員
会
が
あ
た
り
ま
す
。 

 

４ 

こ
の
規
約
は
、
一
九
七
五
年
二
月
二
三
日
か
ら
実
施
し
ま
す
。
一
九
八
〇
年
第
一

三
回
総
会
で
改
正
。
一
九
八
八
年
二
月
一
四
日
第
二
一
回
総
会
で
改
正
。
二
〇
〇
二
年

第
三
五
回
総
会
で
改
正
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  

細
則 

 
 

（
１
）
会
費
は
、
サ
ー
ク
ル
構
成
員
一
人
当
た
り
一
ヶ
月
１
４
０
円
と
し
ま
す
。
た
だ

し
、
障
害
者
、
子
ど
も
（
小
・
中
学
生
）
は
半
額
と
し
ま
す
。 

 

（
２
）
個
人
会
員
の
会
費
は
、
年
２
０
０
０
円
と
し
ま
す
。 


